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Ｎ指定管理者共同事業体、社会福祉法人共生会、社会福祉法人全国重症心身障害

児(者)を守る会、特定非営利活動法人わかみやクラブ、社会福祉法人東京コロニ

ー）の延べ８団体について、公認会計士による会計関係書類の調査を併せて実施

した。 

 

第４ 監査の着眼点 

   補助金等の決定が法令等に適合し適正になされているか、公の施設の管理が法

令、条例等の根拠に基づき適正に行われているかなど、中野区監査実施要綱第７

条で定める監査等の着眼点のうち、財政援助団体等監査の着眼点から適宜選択し

た。 

 

第５ 監査の結果 

   今回の財政援助団体等監査においては、補助金交付団体及び出資団体は、それ

ぞれの目的に沿っておおむね適切に運営され、また、指定管理者による公の施設

の管理運営は、その目的に沿っておおむね適正に行われており、文書による指摘

が必要と認められる事項はなかった。 

   しかし、指摘には至らないが、指定管理施設の施設賠償責任保険の金額が区の

定める基準を満たしていなかったもの、中野区公契約条例に基づく報告書の受理

が遅れていたものが見受けられた。 

これらの事項については、監査委員の命を受けた監査事務局長を通じ、適正な

処理と改善を関係者に求めたところである。 

 

第６ 意見 

 今回の監査の実施を通じて、特に留意されるべき事項について、次のとおり意

見を述べる。 

 

第一に、指定管理者制度ガイドラインに即した適正な施設運営を行うことである。 

指定管理者が加入していた施設賠償責任保険及び第三者責任保険について、指

定管理者制度ガイドラインで定める基準を下回る補償額となっていたものがあっ

た。当該保険は指定管理者において毎年度新規に契約しているが、契約内容の確

認を区が適切に行っていなかったため、不適切な内容の契約が毎年繰り返されて

いた。さらに、同様に本監査の対象となった指定管理者５団体のうち４団体の所

管は、毎年契約内容の確認を行っていなかった。 

昨年度も、伝達注意事項として同様の指摘を行ったが、全庁的な改善には至っ

ておらず、今後の対応について注視していきたい。 

区は、万が一の事故の際に責任を問われかねない事例として重く受け止め、指

定管理者任せにすることなく、施設の管理主体としての目的意識を高める必要が

ある。 
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毎年度当初に契約を確認する必要があるが、特に指定初年度においては十分な

確認を行うよう、全庁的に事務手続きを見直し、施設管理が指定管理者制度ガイ

ドラインの趣旨に沿った適正なものとなるよう取り組まれたい。 

第二に、指定管理者におけるコストの透明性を高めることである。 

指定管理者制度の目的は、多様化する住民ニーズに効果的に対応するため、民

間の創意工夫を生かした公の施設の管理を行い、住民へのサービス向上とコスト

削減を図ることである。導入効果を測定するためには、サービスの定量的な評価

とコストの適切性を検証する資料の充実を図る必要がある。そのうえで、いくつ

かの課題が見られた。 

まず、指定管理者に対し、精算が必要な施設管理とともに、精算が不要な個別

事業の委託を行っている場合、重複する人件費など、共通費の按分割合が明示さ

れていない事例があった。指定管理と個別の委託事業が混在する場合、経費の適

切性を検証するうえで記載が必要である。 

また、収支報告書に対応した貸借対照表や現預金残高の記帳が行われていない

事例があった。施設の財務諸表は施設運営上のリスクを把握するうえで必要な資

料となる。区と指定管理者が連携し、資料の拡充を求めたい。 

さらに、収支報告書において、法人管理経費（本部費用）が委託料に含まれ、

内訳が記載されていないものがあった。記載があっても算出方法にばらつきが見

られた。そもそも区が指定管理者へ支払う費用は公費であり、その使途は透明性

が求められる。区で参考の算出基準を持つことも含め、法人管理経費（本部費用）

を記載するよう求めたい。 

最後に、区が出資している株式会社まちづくり中野２１について触れたい。 

今回の監査は令和５年度の状況に対して実施しており、現時点の中野駅新北口

駅前エリアにおける市街地再開発の事業計画においては、株式会社まちづくり中

野２１に監査上の課題は特に見られなかった。しかしながら、同事業計画は、急

激な建設費高騰により計画の見直しが公表されていることから、将来的に予定さ

れている団体解散と清算の状況が不透明となっている。区の財政にも大きな影響

を及ぼすことが考えられることから今後の動向を注視したい。 

 

 

 

 

 


